
道路資産保有及び貸付状況（路線別）

分類 112

路線名 道路名 道路の種類 東京都道 道路管理者

キロメートル から

うち供用延長 キロメートル まで

東京都知事

区間

(0.0)

千代田区、新宿区、渋谷区、世田谷区

貸付先

うち新設延長

東京都杉並区上高井戸

東京都中央区八重洲

令和４７年９月３０日まで

0.0

地域路線網（首都高速道路）

都道首都高速４号線
高速八重洲線・高速都心環状線・高速
４号新宿線

首都高速道路（株）

サービスエリア及びパーキングエリア

供用開始の区間及び年月日

延長

代々木PA、永福PA

西銀座JCT～神田橋JCT（S48.2.15）、神田橋～初台（S39.8.2）、初台～永福（S48.10.27）、永福～高井戸（S48.8.15）、高井戸～中央道接続部
（S51.5.18）

18.6

キロメートル

・延長の数値は、ＩＣ間を最小単位として、機構の保有資産が含まれている区間を全て合計したものの延長です。但し、「うち新設区間延長」の括弧内の数値は、既に機構が資産を保有している
区間を含む、協定に基づき高速道路会社が新設を行う区間の総延長です。

保有・貸付概要

重要な経過地

18.6

貸付期間


